
更新料・更新基準・更新発表

2019年7月以降の論文投稿（共著者可）、学会発表（共同演者可）、学会・研修会参加、
過去問題の解答、安研協講演会DVD聴講記録提出（会員機関のみ）とし、
それぞれにポイントを付与し、その合計が30ポイントに達した方の資格を更新します。

更 新 料・振 込 先

1,500円 （税込み）
更新者に新たな認定技術者認定証を発行

三菱東京UFJ銀行　
秋葉原支店（店番：626）　普通 3117207　口座名 ： 安研協
※御社名がわかるようにお振込み下さい。

お振込期限は2024年4月30日（火）までにお願い致します

資 格 更 新 基 準・更 新 発 表

〒280-0874千葉県銚子市豊里台1-1044-534（武知宅内）
TEL：0479-21-3016　FAX：0479-21-3016　　
E-mail: ankenkyou.office@gmail.com

◎資格有効期間は5年間です。更新しない場合は資格失効となります。
◎要望書を提出し承認されると、資格更新を最大2年延期することができます。

機関ごとにまとめて合否通知を送付します。
また、後日合格者には新たな認定証を発行します。（認定証送付は2024年8月予定）

お問い合わせ先：安研協事務局


